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児童の権利に関する条約は、世界の多くの児童が、今日なお、飢え、貧困等の困難な状況にお

かれている状況にかんがみ、世界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したもので

す。 

（条文抜粋） 

第三条の一 

  児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、

裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善

の利益が主として考慮されるものとする。 

 

第十二条の一 

  締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての

事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の

意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

 

 

 

 

  

全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策

の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化しました。 

 

（条文抜粋） 

第一条  全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、そ

の生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達

並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

 

第二条  全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、

児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して

考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 

②  児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負

う。 

③  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する

責任を負う。 

 

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、

すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

 

児童の権利に関する条約（平成 6年 5月公布） 

児童福祉法の一部を改正する法律（平成 28年 6月公布） 


